
令和８年度 自治会育成支援補助金 

 

＜対 象＞ 自治活動及び地域づくり活動を行っており、会費を徴収している自治会や町内  

      会 

 

１．自治・地域づくり活動 

町内（側溝）清掃、道路除草、花壇整備、夏まつり等イベント、各種ボランティア活動、交

通安全・防火・防犯活動、防災訓練、健康体力づくり、世代間・地域間交流活動等です。世帯

数に応じて補助金を交付します。 

 

２．自治会館維持管理費 

地域で自主運営している会館の維持管理費について、世帯数に応じて補助金を交付します。 

 

＜交付金額＞   

【①自治・地域づくり活動】 

10世帯以下 20,000円    51～100世帯  45,000円 

          11～30世帯 25,000円   101～200世帯 55,000円 

         31～50世帯 35,000円   201世帯以上  65,000円 

 

【②自治会館維持管理費】 

30世帯以下 15,000円 

          31～50世帯 25,000円 

          51世帯以上 35,000円 

 

合算額（①＋②）が交付金額となります 

 

例）世帯数が 50世帯で、会館を自主運営している自治会の場合 

      ①自治・地域づくり活動   31～50世帯 35,000円 

②会館維持管理       31～50世帯 25,000円 

             交付金額合計   ① ＋ ② ＝ 60,000円 

 

＜受 付＞ 

 令和８年度交付申請の受付は、令和８年４月９日（木）から始まります。 

 

＜必要添付書類＞ 

□ 総会資料（決算、予算、事業報告、事業計画が確認できるもの） 

□ 世帯数が確認できる書類（会員名簿等） 

□ 通帳（新規・変更の場合、写しをいただきます） 

□ 役員名簿（変更があった場合のみ必要） 

 

◇◆お知らせ◆◇ 

 この他に、町内集落会館整備事業費補助金や貸付金の制度もございます。 

   

【お問い合わせ：大仙市地域活動応援課、各支所市民サービス課】 

記載例は裏面へ⇒ 
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